
 

 

 

 

１ 応募期間  平成１９年５月１８日(金)～平成１９年６月１８日(月) 

２ 応募資格  次の要件を満たす団体 

(1) 富山市内に事務所及び活動場所を有する団体 (市民活動団体、ボランティアグループ、ＮＰＯ、自治会、町内会、公益法人等)  
(2)５人以上の会員で組織し、１年以上の活動実績を有していることなど 

３ 応募の種類 

  (1)市民活動団体等から企画を提案する方法（テーマ自由） 

  (2)市が提案する事業に応募する方法（テーマ等については、5 月 20 日号広報、 ＨＰ、ちらしでご案内します。5 月下旬配布予定） 

４ 応募対象事業 

(1)地域課題や社会的課題の解決が図られる事業 

(2)効果や成果が期待できる事業 

(3)協働の役割分担が明確で妥当な事業 

(4)提案団体が実施することが可能な事業 

(5)新しい視点から取り組む事業など  (但し、営利を目的とした事業や政治、宗教、選挙活動に関する事業などは対象外) 
５ 事業費（補助金） 

１事業あたり３００千円を上限とします。（総事業費の８０パーセント

に相当する額とし、千円未満切り捨て） 

市との協議によって修正される場合があります。 

６ 応募方法  富山市男女参画・ボランティア課へ直接提出ください。 ＊応募書（様式第 1 号）は富山市のホームページ（www.7city.toyama.toyama.jp）からダウンロードできます。 
７ 応募に必要な書類 

(1)富山市公募提案型協働事業応募書（様式第１号）及び関係書類 

(2)応募団体の前年度活動報告書 (4)応募団体の定款・規約・会則等 

(3)応募団体の前年度収支決算書 (5)応募団体の会員名簿又は役員名簿 

８ 選考方法 

審査・選考は、有識者、まちづくり分野活動者、本市職員からなる審査

委員で構成する審査委員会が行います。【１次審査（書類審査）、２次審査

（公開審査会・公開プレゼンテーション 7/28 実施）】また、事業内容の審

査にあたっては、市の関係各課と協議を行います。 

９ 事業報告等 

平成２０年１月下旬までに事業を完了し、すみやかに事業結果報告書及

び収支決算書等を提出いただくとともに、「公募提案型協働事業報告会」
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